
 

【表紙】  
【発行登録追補書類番号】 ７－関東１－１

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年11月７日

【会社名】 株式会社U-NEXT HOLDINGS

【英訳名】 U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO　　宇野　康秀

【本店の所在の場所】 東京都品川区上大崎三丁目１番１号

【電話番号】 03-6823-7015

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO　　西本　翔

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区上大崎三丁目１番１号

【電話番号】 03-6823-7015

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO　　西本　翔

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【今回の募集金額】 20,000百万円
 

【発行登録書の内容】

提出日 2025年６月20日

効力発生日 2025年６月28日

有効期限 2027年６月27日

発行登録番号 ７－関東１

発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額　30,000百万円
 

　

【これまでの募集実績】

(発行予定額を記載した場合)

番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)

― ― ― ― ―

実績合計額(円)
なし
(なし)

減額総額(円) なし
 

(注)　実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段(　)書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出

しております。

【残額】 (発行予定額－実績合計額－減額総額) 30,000百万円  

  (30,000百万円) 
 

(注)　残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額

(下段(　)書きは発行価額の総額の合計額)に基

づき算出しております。

(発行残高の上限を記載した場合)

該当事項はありません。
 

【残高】 (発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額) ―円
 

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

１ 【新規発行社債（短期社債を除く。）】

銘柄
株式会社U-NEXT HOLDINGS第２回無担保社債(社債間限定同順位
特約付)

記名・無記名の別 ―

券面総額又は振替社債の総額(円) 金20,000,000,000円

各社債の金額(円) 金１億円

発行価額の総額(円) 金20,000,000,000円

発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円

利率(％) 年1.892％

利払日 毎年５月13日及び11月13日

利息支払の方法

１．利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日(別記「償
還の方法」欄第２項第(1)号に規定する。以下同じ。)ま
でこれをつけ、2026年５月13日を第１回の利息支払期日
としてその日までの分を支払い、その後毎年５月及び11
月の各13日にその日までの前半か年分を支払う。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その
半か年の日割をもってこれを計算する。

(4) 償還期日後は利息をつけない。
２．利息の支払場所
別記「(注)10　元利金の支払」記載のとおり。

償還期限 2030年11月13日

償還の方法

１．償還金額
各社債の金額100円につき金100円

２．償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2030年11月13日(以下「償還期日」とい
う。)にその総額を償還する。

(2) 本社債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、そ
の前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替
機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつ
でもこれを行うことができる。

３．償還元金の支払場所
別記「(注)10　元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法 一般募集

申込証拠金(円)
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
替充当する。
申込証拠金には利息をつけない。

申込期間 2025年11月７日

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日 2025年11月13日

振替機関
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号

担保
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
に特に留保されている資産はない。
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財務上の特約(担保提供制限)

１．当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限
り、当社が国内で既に発行した、又は当社が国内で今後発
行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その
他の条項)」欄に定義する担付切換条項が特約されている無
担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債に
も担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定す
る。

２．当社が本欄第１項により本社債のために担保権を設定する
場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、
かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第４項の規定に準
じて公告する。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
ない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標
に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつ
でも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 

(注)１　信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「Ｒ＆Ｉ」という。)からＡ－(シングルＡマイ

ナス)の信用格付を2025年11月７日付で取得している。

Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり

に履行される確実性(信用力)に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の流

動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明する

ものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。

また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、

完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正

確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す

ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ

とが知られている。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった

とＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ

(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧

はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの

事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

Ｒ＆Ｉ：電話番号　03－6273－7471

２　社債、株式等の振替に関する法律の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第２

号の規定に基づき、社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第

２項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。

３　社債の管理

本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理

し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。

４　財務代理人、発行代理人及び支払代理人

株式会社みずほ銀行

５　期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、本(注)６に定めるとこ

ろにより、その旨を公告する。

(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第１項又は「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。

(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第１項の規定に違背したとき。

(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができ

ないとき。

(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくはその他の

借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする

ことができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が５億円を超えない場合は、この限りでは

ない。

(5) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において

解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。

(6) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受

けたとき。
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６　社債権者に通知する場合の公告

本社債に関して社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電

子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公

告をすることができないときは、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以

上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。

７　社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

８　社債要項の変更

(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)４を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除

き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その

効力を生じない。

(2) 裁判所の認可を受けた本(注)８(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

９　社債権者集会に関する事項

(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称す

る。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに本種類の社

債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)６に定めるところにより公告す

る。

(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな

い。)の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86

条第３項に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及び招集の

理由を記載した書面を当社に提出して、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求すること

ができる。

10　元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に

従って支払われる。

 
２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受金額
(百万円)

引受けの条件

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 20,000

１．引受人は本社債の
全額につき買取引
受を行う。

２．本社債の引受手数
料は各社債の金額
100円につき金40銭
とする。

計 ― 20,000 ―
 

 

(2) 【社債管理の委託】

該当事項はありません。
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３ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)

20,000 104 19,896
 

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額19,896百万円のうち、9,500百万円を株式会社USEN、3,000百万円を株式会社U-POWER、500百

万円を株式会社USEN-ALMEX、残額を株式会社U-NEXTへの投融資資金に2027年８月末までに充当する予定でありま

す。

なお、当社からの投融資資金を、株式会社USEN及び株式会社USEN-ALMEXは設備投資資金に、株式会社U-POWER及び

株式会社U-NEXTは通信・エネルギー事業及びコンテンツ配信事業における運転資金に2027年８月末までに充当する

予定であります。

また、当該設備投資資金にかかる設備計画は、本発行登録追補書類提出日(2025年11月７日)現在(ただし、既支払

額については2025年８月31日現在)以下のとおりです。

 

会社名
事業所名

所在地
セグメント
の名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了予定年月 完成後
の増加
能力

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了

㈱USEN
本社
(東京都
品川区)

店舗・施
設 ソ
リ ュ ー
ション事
業

引込線等構築
物 、 チ ュ ー
ナー、ソフト
ウェア購入

14,346 2,639
自己資金
及び社債
発行資金

2025年９月 2027年８月 ―

㈱USEN-
ALMEX

本社
(東京都
品川区)

店舗・施
設 ソ
リ ュ ー
ション事
業

病院賃貸設備
等

1,089 371
自己資金
及び社債
発行資金

2025年９月 2027年８月 ―

 

 

第２ 【売出要項】

該当事項はありません。

 
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。

 
第４ 【その他の記載事項】

該当事項はありません。

 
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】

第１ 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 
１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第17期(自　2023年９月１日　至　2024年８月31日)　2024年11月29日に関東財務局長に提出

 
２ 【半期報告書】

事業年度　第18期中(自　2024年９月１日　至　2025年２月28日)　2025年４月11日に関東財務局長に提出

 
３ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年11月７日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を、2024年11月29日に

関東財務局長に提出

 
４ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年11月７日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を、2025年３月３日に関東

財務局長に提出

 
５ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年11月７日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を、2025年３月26日に関東

財務局長に提出

 
６ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年11月７日)までに、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を、2025年４月18日に関東

財務局長に提出

　

第２ 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された

「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年11月７日)まで

の間において生じた変更その他の事由を反映し、その全体を一括して以下に記載いたします。

また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち有価証券報告書の「第一部　企業

情報　第２　事業の状況　１　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」等に記載されている中期経営計画「Road to

2025」は2025年８月期をもって終了し、新たに2026年８月期を初年度とする５ヶ年の中期経営計画「Road to 2030」を

2025年10月14日付で策定しております。当該事項を除き、有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本

発行登録追補書類提出日(2025年11月７日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項も

ありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

　

［事業等のリスク］

以下において、当社グループの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると

考えられる主な事項及び投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。

当社グループは、主に国内において多角的に事業を行っており、それらの事業において、様々なリスクに晒されてお

ります。
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当社は、これらのリスクが現実化、顕在化する可能性を想定した上で、グループ共通規程として「リスクマネジメン

ト基本規程」を定めております。また、代表取締役社長直轄のリスク管理委員会を設置し、当社グループにおけるリス

ク管理をおこなっております。

しかしながら、当社の有価証券に関する投資判断は本項及び本書中の本項以外の記載内容もあわせて、慎重に検討し

た上で行われる必要があると考えております。

なお、以下の事項のうち将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在において当社グループが判断したもの

であります。

 
＜コンテンツ配信事業に関するリスク＞

①　外部要因、競合について

当事業においては、我が国の人口減少や急速な高齢化に伴い動画配信サービスを視聴するコアな年齢層の人口減

少は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

同時に、巨大資力を有する海外資本を含めた新規参入事業者や既存事業者との間で競争優位性確保のためのコン

テンツ調達、制作等における競争激化が予想されます。

競争力の低下や継続的なコンテンツのラインナップが維持できず競合他社と比較してコンテンツの魅力度が劣る

などにより契約者の減少が生じる場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、多様化する契約者の生活態様の満足度向上に資する、映像・音楽・スポーツ・エンタメ・書

籍などコンテンツの拡充を図ると共に、サービスやデバイス等の利用快適性、利便性を高め、幅広い年齢層への

サービス訴求を図ることによって、既契約者の満足度の向上、ならびに当事業の潜在的需要者への契約動機づけの

深耕は十分可能であるため、恒常的な顧客嗜好分析及び競合サービスとの差別化分析とこれらへの対処により市場

競争力を維持し、更なる契約者数の拡大に取り組んでまいります。

 
＜店舗・施設ソリューション事業に関するリスク＞

①　外部要因について

当社グループの主要顧客である業務店においては、原材料価格、電気・ガス等の燃料費や人件費の高騰に対して

十分に価格転嫁できず、また、深刻な人手不足等により事業継続が困難となり廃業する店舗が増加した場合や、感

染症のまん延等により長期間にわたり店舗、施設の営業が困難となる場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。

当社グループでは、今後業務店の営業において、非接触、非対面による商品の注文やロボットによる省人化、自

動精算機やキャッシュレス化への需要が高まることが想定されることから、これらの需要に対応したサービス、商

品開発を行い、直営業のみならず代理店等を活用した多様な販売経路の拡充により、既存契約顧客からの売上維

持、向上とともに新規契約者数の増大に努めてまいります。

②　イノベーションについて

当事業は、当社グループの主要な事業であり、今後も、安定的な収益基盤の堅持を図っていく必要があると認識

しております。そのため、店舗開業支援、各種インフラ等の事業環境の構築、店舗運営からその後のDX化まで総合

的な支援を提案しております。

しかしながら、将来における技術革新や方向性、市場ニーズを正確に予測することができず、当社グループが提

供する商品やサービスの改良・開発が適時適切に実施されず陳腐化し、市場競争力が低下した場合は当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、AI等の新技術の動向に注視し、常に顧客ニーズの把握と顧客への提案力増強に努めること

で、既存商品、サービスの更新、拡充に加え、新商品・新サービスの開発に努め、新たなビジネスモデルの創造に

取り組んでおります。

③　製品・部品の調達について

当事業における製品、部品や材料については複数のサプライヤーから調達しております。これらの製品等の調達

においては、政治・経済の混乱、感染症のまん延・国際紛争の多発・テロによる社会的混乱や世界的な需給構造の

変化が、サプライヤー、生産、物流網に至るサプライチェーン全体に影響を与えております。

これらの影響を受け製品・部品の調達が、継続的に、また安定的な価格により必要な数量確保できない場合は当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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④　品質について

当事業では、顧客特性に合わせた商品・サービスや様々な態様に応じた商品、サービスの提供に取り組んでおり

ますが、不具合や不都合により予期せぬ事故等が発生した場合、当社グループの社会的信頼の失墜、ブランド価値

の毀損や製造物責任に関する対処、その他の義務履行に直面する可能性があります。

当社グループでは、社内基準を基に製品の品質と信頼性の維持向上に努めておりますが、万が一当社グループの

商品・サービスに起因する事故等が発生した場合に備え、経済的な負担や賠償責任による財務的インパクト軽減の

ために適宜適切な保険等に加入するなど対応に努めております。

⑤　代理店の管理

当事業では、当社サービスの利用契約の獲得を自社営業による直販の他、代理店を活用して拡販を進めておりま

す。これらの代理店による獲得活動が正しく行われず、顧客とのトラブルに繋がり、不法行為が行われた場合に

は、契約取次を委託している当社グループの社会的信頼・信用の失墜等の影響を受ける可能性があります。

当社は、傘下代理店に対し業務が適正に行われるよう、指導・監督等必要な対応を行ってまいります。

 

＜通信・エネルギー事業に関するリスク＞

①　外部要因について

通信分野では、通信事業者の事業方針等により大幅な取引条件の変更が生じ、取次の対価としての手数料が大幅

に悪化した場合や当事業における傘下販売代理店の活動が停滞し、取次件数が事業計画通りに進展しない場合に

は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、直販営業による顧客ニーズの把握や改善提案に注力するとともに、傘下代理店等を活用した

幅広い情報収集やAI等最新技術を活用した商品・サービスの開発によって、様々な顧客ニーズにマッチした商品、

サービスの提供に取り組んでおります。

エネルギー分野では、エネルギーの需要は経済の伸長により増加していくことが予想されます。一方、電力価格

は国際紛争等の継続により不安定な状況であり、当事業における電力の調達価格にも影響を及ぼしております。今

後調達価格が上昇し、利用顧客の電気利用料金に波及する場合、価格優位性が低下し、新規顧客の獲得数減ならび

に既存顧客の解約、他事業者への乗り換えなどにより当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、自社で調達し提供する電力サービスは、一定の割合で自然エネルギーを導入して提供するこ

とにより、顧客先と共に環境問題に向きあい、サステナブルな社会の実現に向けた取り組みを行ってまいります。

②　競合について

通信分野では、MVNOサービス、特に個人向けサービスにおいて、既存の競合事業者に加え、更なる新規参入事業

者により、価格を含めた一層の競争激化が予想されます。競争激化にともない、競争力が低下し売上高が減少又は

事業計画以上に広告宣伝及び販売促進などの費用が増加した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。

また、エネルギー分野では、電力の調達価格が上昇するなど不安定な事業環境の中、当社グループのみならず競

合事業者各社においても、事業収支改善に向けた対応の検討、実施が恒常化されており、引き続き顧客獲得競争が

強まることが予想されます。

これに加え、自然エネルギーへの切替など世界的取り組みに基づく顧客ニーズへの対応の遅れによる顧客流出リ

スクもあり、これらの要因により売上高が減少した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

当社グループでは、グループの顧客資産を生かし、環境問題へ取り組みつつ、当社グループのサービス・商材を

組み合わせてワンストップでサービスを提供することにより顧客の利便性の向上や社会貢献の一助になることで当

社サービスの競争力強化に取り組んでおります。

③　代理店の管理

当事業では、当社サービスの利用契約の獲得については代理店を活用して拡販を進めております。これらの代理

店による獲得活動が正しく行われず、顧客とのトラブルに繋がり、不法行為が行われた場合には、契約取次を委託

している当社グループの社会的信頼・信用の失墜等の影響を受ける可能性があります。

当社は、傘下代理店に対し業務が適正に行われるよう、指導・監督等必要な対応を行ってまいります。
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＜金融・不動産・グローバル事業に関するリスク＞

①　外部要因について

当事業においては、当社グループが強みを持つ店舗・施設市場における安定的な資金繰り対策や最適な出店立地

の確保といった顧客の本質的なニーズに応えるサービス価値を提供することで既存事業を補完し、BtoB事業全体の

成長することを目指しておりますが、経済環境の変化や感染症のまん延により経済活動が滞った場合や、自然災害

等により不動産市場における資産価値が低下した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

②　競合について

金融・決済、保証サービスでは、既存の競合事業者に加え、更なる新規参入事業者により、各サービス条件を含

めた一層の競争激化が予想されます。

競争激化にともない、競争力が低下し売上高が減少又は販売促進などの費用が増加した場合には、当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、グループの顧客資産を生かし、当社グループのサービス・商材を組み合わせてワンストップ

でサービスを提供することにより顧客の利便性の向上や社会貢献の一助になることで当社サービスの競争力強化に

取り組んでおります。

 
＜その他のリスク＞

(1) コンプライアンスに関するリスク

①　事業に係る法令順守について

当社グループは多岐にわたる事業領域においてビジネスを行っており、各事業においては、「放送法」、「著

作権法」、「消費者契約法」、「不当景品類及び不当表示防止法」、「電気通信事業法」、「旅館業法」、「特

定電子メールの送信の適正化等に関する法律」、「特定商取引に関する法律」、「風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律」、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」、「職

業安定法」、「建設業法」、「宅地建物取引業法」等の法的規制を受けております。

当社グループは、上記を含む各種法的規制等について誠実に対応しておりますが、不測の事態等により、万一

当該規制等に抵触しているとして何らかの行政処分等を受ける場合、当社グループの事業及び業績に影響を与え

る可能性があります。また、これらの法令や規則等の予測不能な変更あるいは新設が、当社グループの業績に重

大な影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、グループ管理統括部を中心に弁護士の助言、指導をうけながら当該規制等の適用を受ける事

業会社と連携し未然の予防を講じております。また、リスク管理委員会では許認可を有する事業会社に対して定

期的な報告を求めるなど、全社的な状況把握に努めております。更に、2025年３月にコンプライアンス推進室を

立ち上げ、グループ全体のコンプライアンスの啓蒙を推進しております。

②　知的財産権について

当社グループの各事業において取り扱うコンテンツは、原作者、脚本家、翻訳家、監督、カメラマン、作詞

家、作曲家、実演家等の著作権、コンテンツ出演者の肖像権、権利元の商標権等多種多様な知的財産権を含んで

おります。

当社グループの何らかの行為が権利元との契約に反する等として、買付契約の解除又は当該コンテンツの使用

差止め若しくは損害賠償の請求を受ける可能性があります。同様に、各関係者において当社との契約に反する事

態が生じる可能性は皆無ではなく、その場合には、権利元と直接の契約関係を有する当社が権利元から債務不履

行の責任を追及され、買付契約の解除又は当該コンテンツの使用差し止め若しくは損害賠償の請求を受ける可能

性があります。

当社グループでは、かかる知的財産権の取り扱いについて、権利元、映画製作会社、ビデオソフトメーカー、

放送局等、知的財産権を有する関係者との契約においてそれぞれの責任範囲を明確にし、知的財産権を含む各種

権利等を侵害しないように努めております。

また、顧客に提供する音楽等のコンテンツは、著作権法上の著作物又は実演等に該当するため、著作権法の規

制を受けております。
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法令・契約に従い、著作権使用料(二次使用料を含みます。以下同じ。)を支払っておりますが、取引条件の急

激な変更等が生じた場合には、業績に何らかの影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、急激な取引条件の変更とならないよう密に著作権管理者等とのコミュニケーションを図っ

ております。

 
(2) 情報セキュリティに関するリスク

①　情報セキュリティについて

当社グループは、安全・安心に利用できるサービスを提供するため、当社を中心に「Usirt(ユーサート)」を設

立し、計画的に外部による監査を実施するなどグループを挙げて情報セキュリティに取り組んでおります。

しかし、サイバー攻撃、人為的ミスや故意による不法行為、システムや機器等の脆弱性などにより、情報漏

洩、データの破壊・改ざん、サービス停止などの被害が発生した場合、当社グループの事業及び業績に重大な影

響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、社員レベルで定期的にeラーニング等の情報セキュリティ研修を実施するなどの対応に取り

組んでおります。

②　個人情報保護について

当社グループでは個人情報保護の体制強化と教育に継続して努めております。しかしながら完全な保護を保証

できるものではなく、外部からの不正アクセスやシステム不具合、内部犯行、人的ミス、預託先や提供先の管理

ミス等による個人情報漏洩の可能性は常に存在しております。

個人情報が漏洩した場合、当社グループの信用の低下、損害賠償の請求、状況調査や対応策検討、システム改

修等による対応コストが発生するおそれがあります。また、サービスの停止も含め、今後のサービス提供に関す

る計画変更を余儀なくされるおそれがあり、当社グループの事業及び業績に重大な影響を及ぼす可能性がありま

す。

当社グループでは、「Usirt」を中心に、情報セキュリティの理解を深め、個人情報の正しい取扱いに向け社員

レベルで定期的に研修を実施するなど対応に取り組んでおります。

 

(3) 財政・資金調達等に関するリスク

①　財政状態等について

今後当社グループの各事業における営業活動から生じる損益又はキャッシュ・フロー、若しくは固定資産の市

場価格等が変動することにより次期以降に追加の減損の必要が生じた場合、当該資産について相当の減損処理を

行うことにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、当社グループ管理統括部を中心に、グループ会社毎における月次キャッシュ・フロー管理を

行うとともに、保有資産の評価を行い適切な対応を行っております。

②　為替について

当社グループの取引先は海外領域も含まれており、外貨建取引により生ずる外貨建債務は外国為替レートの変

動を受ける為、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは市場環境や為替レートの変動による影響は完全に排除できませんが、マーケット動向を注視

し、適宜対策を講じるなど業績や財務状況に大きな影響を与える可能性を低減するよう努めております。

③　金利上昇について

国内外の経済情勢の変化や金融政策の変更により市場金利が上昇する場合、借入金の利息負担増加や、新規資

金調達コストが上昇することにより、当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、このようなリスクに対し、資金調達手段の多様化、固定金利比率の適切な管理、及び財務

体質の強化を通じて金利変動リスクの抑制に努めております。
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(4) ガバナンスに関するリスク

当社グループは、完全持株会社である親会社と各事業を行う事業会社で構成されております。当社グループにお

いては、企業価値の持続的な増大を図るためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であ

るとの認識のもと、業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保、更に健全な倫理観に基づく法令遵守の徹底が必要

と認識しております。

事業の急速な拡大にともなって、十分な内部管理体制の構築が追いつかない状況が発生する場合には、適切な業

務運営が困難となり、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

各事業会社は原則取締役会・監査役設置会社であり、「取締役会規程」をはじめグループ共通の各種規程を定め

自主的に企業運営を行っております。また、当社グループでは、「グループ会社管理規程」を制定し、事業会社に

おいて一定基準を超える重要な案件は親会社の承認を求め、更に管理部門による各社の事業活動状況のモニタリン

グ、監査室による監査を行う等、グループの管理体制の充実に努めております。

 
(5) 訴訟等に関するリスク

現在、当社グループの業績に影響を及ぼす訴訟が提起されている事実はありませんが、その事業活動の遂行過程

において締結した各種契約等について、契約の相手先から、想定外の事象が発生するなどで、法的手続きを起こさ

れた場合、多額の費用が発生し、また、当社グループの事業活動に支障をきたすおそれがあります。

 
(6) 自然災害等の大規模災害に関するリスク

地震、津波、台風等の自然災害や火災等の事故及び通信ネットワークを含む情報システムの停止、感染症の拡大

等により、当社グループの事業活動が停滞又は停止するような被害が長期間に及んだ場合、当社グループの業績に

重大な影響を与える可能性があります。

当社グループでは、「危機管理規程」を制定し、これに加えグループ全従業員の安否確認システムや停電時の事

業所内電源を確保するなど、緊急時には対応が的確に行えるよう体制を整備しております。

また、新型コロナウィルス感染症拡大下での対応・対策・ノウハウは当社グループ内で承継し、今後も起こりう

る大規模災害に備えてまいります。

 
(7) 雇用・人事に関するリスク

当社グループが継続的に事業の伸張を実現するためには継続した人材の確保が不可欠であると考えており、その

ために採用の強化、人材育成に注力していく方針であります。

しかしながら、必要とされる人材の確保や人材育成が計画通り進まず、もしくは核となる人材の予期しない流出

が生じた場合、当社グループの競争力が低下し、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは採用チャネルの拡大など採用ブランディングを強化するとともに、当社グループの働き方改革

である「Work Style Innovation」の展開、若手社員の報酬水準の引き上げ等、生産性の高い働き方を実現するため

の環境整備を行っております。

 
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社U-NEXT HOLDINGS　　本店

(東京都品川区上大崎三丁目１番１号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

 
第四部 【保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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